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「一色第五町内会まちづくりを考える会」は、葉山町まちづくり条例第１０条に基づく、「地域まち

づくり推進協議会」です。 

 

一色第五町内会まちづくりを考える会とは？ 

 一色第五町内会は、すぐ近くにある御用邸をはじめ、古くから多くの名士たちに愛されたところ

です。その自然と文化が織りなす風光明媚な景観は、私たちのまちの大切な資源です。 

 また、私たちはとてもコミュニティを大事にしています。すれ違う人たちが必ず会釈をしている姿

は、私たちに品性のあるまちに住む住民としての誇りを感じさせます。 

 美しい海と山、そして多くのまちを愛する仲間たちに恵まれたこの地の魅力は、

先人たちから受け継いだ私たちの財産です。 

私たちは、この財産の価値を棄損することなく、より大きな魅力として次の世代へと

残していけるよう“まちづくり”を進めています。 
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 2 

Ｑ．活動区域はどこですか？ 

Ａ．第五町内会全域です。ここには多くの名士たちの別荘がありました。 

 

 

Ｑ．どんな活動をしているのですか？ 

Ａ．これまでこんな活動をしてきました。 

１． 平成１６年３，１１月に町内会の参加者を募り、この地区を散策しながら歴史を学び、景観

の現状をみた。 

２． 平成１６年６月に一色第５町内会 まちづくりを考える有志の会を会員２３名で発足し、葉山

町まちづくり助成金を得て活動を行った。 

３． 平成１７年には国土交通省のまちづくり再生機構による助成金を受けた団体による、一色

景観まちづくり委員会に参加し、現地調査等に貢献した。 

４． 平成１８年は町内会の参加者による、町内会地域における知名人の旧別荘の散策を行っ

た。 

５． 平成１９年４月の総会において、町内会の分科会組織として承認された。 

６． 平成１９年には土地再開発などの案件もあり、６回の住民集会や８号までの掲示板、回覧

板報告により、まちづくりへの関心を深めた。 

７． 平成２０年４月の総会において、｢地域まちづくり推進協議会｣への認定手続きを行うことが

承認され、同年 7 月に申請書通り、正式に認定された。 

８． 平成２1 年１月にまちづくりに関する住民アンケートを実施し、約２５０世帯のうち１１８世帯

から回答を得た。４月には総会において、アンケートに基づく「まちづくりビジョン」が採択さ

れた。 

９. 平成２２年４月の総会において、まちづくりの一環として、子ども会の協力を得て、町内会地

域の「こみち」の名称を提案し採択された。 

10. 平成２４年から「いいとこ探し」、「イチオシ景観写真」の募集し、写真展を実施した。 

11. 平成２７年から「第５町内会魅力ガイドブック」の発行をめざし、「第５かわら版」を発行し、ま

ちづくりの具体化を進めている。 

ここに示してある氏名は明治から昭

和初期に別荘を設けた人々です。 
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Ｑ．どんな体制ですか？  

Ａ．体制図は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．第五町内会まちづくりビジョンとは？  

Ａ．アンケートで得られた意見を基に、集会と総会を通して以下のように決められました。 

 

第五町内会まちづくりビジョン 

l  暮らしの安心を大事にするまちがいい 

l  あいさつがあるまちがいい 

l  海や山の眺望が楽しめるまちがいい 

l  歴史を大切にするまちがいい 

l  樹木を大事にするまちがいい 
 

まちづくりを考える会 
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Ｑ．アンケートの内容はどんなものでしたか？ 

Ａ．アンケートで頂いた意見は以下のとおりです。 

       

 

 

 

Ｑ．地域推進まちづくり協議会とは？ 

Ａ．葉山町まちづくり条例第１０条に基づいて認定された、住民のみなさんの意見を聞きながら 

行政へ意見を述べたり、まちのルールをつくったりする会のことです 

 

 

Ｑ．一色第 5 町内会 まちづくりを考える会 はどのような活動方針なのですか？ 

Ａ．次ページの 「活動において大切にしていること」 をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

海と山への眺望

維持したい

どちらともいえない

まちなかの道路幅

今の広さでいい

どちらともいえない

広くすべき

まちの記憶の継承

どちらともいえない

継承したい

賑やかがいい

賑やかなまち

そう思わない

どちらともいえない

まちの緑と樹木保存

どちらともいえない

保存したい
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活動において大切にしていること 

 

ｏ 今ある景観は、先祖代々そこに住んでいた人たちが培ってきたものである。 

  その景観や佇まいを大切にした“まちづくり”を目指す。 

 

ｏ “まちづくり”は、地域の価値と誇りを高めるものでなければいけない。 

地域の特性、まちの佇まいや雰囲気、周囲の景観、眺望がその土地の価値を高める 

重要な要素であることを理解してもらうことが大切である。 

 

ｏ 早め早めの対応、設計図が出来てしまっては遅い 

  設計図が完成する前に、建築側と地域住民側との話し合い、相互理解が最短の道のり 

である。 

 

ｏ 性急に、ことを進めず、お互い理解し合うことが最善の解決を導く 

  お互いに歩み寄らず、物別れになり、紛争になることは何の成果も得られないことを 

銘記すべきである。 

 

 

Ｑ．連絡先を教えてください。 

Ａ．お問い合わせは以下の事務局連絡先までお願いいたします。 

一色第 5 町内会 まちづくりを考える会 

事務局長 阿部洋治   住所： 240-0111 葉山町一色２１７０－４ 

電話： 090-1559-9554 

E-mail： xabey2170z@gmail.com 

 

 


